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１ 屋外広告物の定義について

Ｑ１-１

屋外広告物とは何か。

Ａ

屋外広告物法第 2 条で、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであ

って、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出

され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」と定義されています。

この要件に該当すれば、営利目的のものだけでなく、非営利的なものであっても屋外広告

物にあたります。

Ｑ１-２

「常時又は一定の期間継続して」表示されるとはどういうことか。

Ａ

土地や物件に定着して表示されるものをいい、散布されるビラやチラシ等は屋外広告物に

該当しません。これらは、電柱や壁などに貼付されたときに、はじめて定着性を有し、屋外

広告物に該当することとなります。

Ｑ１-３

一日のうち数時間のみ表示される広告物はどのように取扱うか。

Ａ

「一定の期間継続して」表示されていることから、屋外広告物に該当します。

Ｑ１-４

「公衆に表示されるもの」とはどういうことか。

Ａ

単に不特定多数に表示するという意味ではなく、建物の管理権限等から総合的に判断され

ます。例としては、管理権を有する者がその管理権の及ぶ範囲内にいる人を対象として広告

を表示する場合（野球場や駅の構内に広告物を表示する場合等）は、その広告の対象者はそ

の建物の管理権を有する者の管理下にあり、「公衆」に対して表示しているとは言えないた

め、屋外広告物には該当しないこととなります。

Ｑ１-５

店舗等の建築物の外壁や塀に描かれた絵画は屋外広告物に該当するか。

Ａ

一定の観念、イメージを伝達することを目的として「公衆に表示されたもの」であれば、

営利・非営利を問わず屋外広告物に該当します。絵画についても、事業内容への関連の有無

にかかわらず屋外広告物として取り扱います。

Ｑ１-６

銅像、神仏像、記念碑は屋外広告物に該当するか。

Ａ

宗教上のイメージを伝達するために設置された神仏像、歴史的人物の功績や歴史上の出来

事などを記念して設置された銅像、記念碑については、屋外広告物規制にはなじまないため、

基本的には屋外広告物に該当しないものとします。

ただし、銅像、神仏像、記念碑であっても、仏壇販売店や葬祭業者等が商業的なモチーフ

として神仏像を利用する場合など、商業的利用と認められる場合については、屋外広告物に

該当するものとします。
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Ｑ１-７

建築物の屋上に像を設置する場合、この像は屋外広告物に該当するか。

Ａ

事業内容への関連の有無にかかわらず屋外広告物として取り扱います。

Ｑ１-８

建築物の側面等に設置される電光ニュース板は、一般商業広告（宣伝）を全く行わないも

のであっても屋外広告物に該当するか。

Ａ

屋外広告物に該当します。

Ｑ１-９

個人名や会社名が彫られた石や岩は屋外広告物に該当するか。

Ａ

岩石や樹木等の自然物を利用したものであっても、一定の観念、イメージを伝達すること

を目的としているため、屋外広告物に該当します。

ただし、記念碑や墓石等については屋外広告物規制になじまないため、屋外広告物とは取

り扱いません。

Ｑ１-10

音響（放送）による広告は屋外広告物に該当するか。

Ａ

法第 2 条にいう「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の

工作物に掲出され、又は表示されたもの」に該当しないため、屋外広告物には該当しません。

Ｑ１-11

建物のガラス面の内側から外に向けて表示される広告物は、屋外広告物に該当するか。

Ａ

法第 2 条で規定している「屋外で」表示されるという要件に該当しないことから、屋外広

告物には該当しません。

Ｑ１-12

建築物の上屋のある回廊の柱及びガラス壁等に貼り付けした広告物は屋外広告物に該当す

るか。

Ａ

屋内広告物であり、屋外広告物には該当しません。

Ｑ１-13

店舗のドライブスルー周辺に設置された広告物は、屋外広告物にあたるか。

Ａ

店舗のドライブスルー周辺の商品メニューや車の高さ制限の注意表示等については、表示

の対象者はドライブスルーを利用するため店舗を管理する者の管理下に属することとなった

特定の者であり、「公衆」とはいえないため、屋外広告物に該当しません。



3

Ｑ１-14

ガソリンスタンドの給油機周辺の銘柄等の表示は、屋外広告物にあたるか。

Ａ

ガソリンスタンドの給油機周辺の銘柄等の表示については、表示の対象者は給油のためガ

ソリンスタンドを管理する者の管理下に属することとなった特定の者であり、「公衆」とは

いえないため、屋外広告物に該当しません。

同様に、事務所に表示する「トイレ」や「AUTO SERVICE」等の案内についても屋外広告物

には該当しません。

Ｑ１-15

自動販売機は屋外広告物に該当するか。

Ａ

自動販売機の本体については、物品を販売するという機能に着目して売店として取り扱い、

自動販売機が屋外に設置されていて、自動販売機に表示されている商品名、企業名が公衆に

対して表示されているような場合には、その商品名、企業名の部分は屋外広告物に該当しま

す。

自動販売機を売店と取り扱うため、自動販売機に表示されている商品名、企業名等は自家

広告物として取り扱うこととなります。

また、自動販売機１台ずつを独立した店舗と取扱うため、1 台あたりの表示面積が、禁止

地域では 5 ㎡以下、許可地域では 10 ㎡以下であれば、設置にあたり屋外広告物の許可を受

ける必要はありません。

Ｑ１-16

壁面に文字と縞模様等が表示されている場合、文字部分のみを広告物として取り扱ってよ

いか。

Ａ

文字が表示されている板面（A×B）の面積を広告物として取り扱うものとします。

Ｑ１-17

鉄道用地の外側に隣接する土地から、ホーム方向に向けて広告物を立てる場合、裏面に表

示しないものとして、屋外広告物に該当するか。

Ａ

鉄道敷地外から鉄道に向けて表示される広告物は、裏面の表示の有無にかかわらず屋外広

告物に該当します。

・・

土浦マート

Ａ

B
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Ｑ１-18

下図のようなデザインの店舗について、屋外広告物とみなすのは①、②のいずれが適当か。

①三角形の塔状のもの全体

②塔状の「セール」「スポーツ」の部分のみ

Ａ

①の塔状の部分が建築物の一部を構成するものである場合、法の規制対象外となることか

ら、②が規制対象となります。

Ｑ１-19

屋内と屋外の判断の基準はなにか。

Ａ

広告物の設置場所が屋内であるか屋外であるかについては、設置場所が建築基準法上、床

面積に算入されるかどうかで判断します。

車庫の内部、上屋のある回廊、ガソリンスタンド等のキャノピーの下等、外気にさらされ

る場所であっても、床面積に算入される部分については建物の内部として取り扱います。

なお、キャノピーの下については、屋根の先端から１ｍ後退した部分より内側を床面積に

算入することになっております。（建築基準法施行令第 2 条第 1 項第 2 号）

Ｑ１-20

店舗の駐車場利用者向けに「お静かにお願いします」等の看板を設置する場合は、屋外広

告物に該当するか。

Ａ

「お静かにお願いします」のように、敷地内での注意事項などを表示するもので、店名の

標記がない、あるいは文末等に本文未満の大きさであるなど、管理の必要上最小限のもので

あると認められるものについては、駐車場や店舗の利用者という限定的な対象のみに向けた

表示と判断でき、屋外広告物法第 2 条の「公衆に表示されるもの」に該当しないと考えられ

るため、屋外広告物に該当しないものとして取り扱います。

なお、店舗名等の表示が最小限とみなせない場合は、全体を屋外広告物として取り扱いま

す。

（図 1）のように、店名等の表示が管理上必要最小限のものとみなせる場合は、屋外広告

物とみなさない。

（図 2）のように店名の標記が文末でない、本文の文字より大きい等により最小限とみな

せない場合は、全体を屋外広告物として取り扱う。

店　舗

セ
ー
ル

ス
ポ
ー
ツ

（立面図）

店舗塔状の部分

（平面図）
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Ｑ１-21

標識は屋外広告物に該当するか。

Ａ

国や地方公共団体が設置する標識のほか、公共施設の管理者または所有者が道路法施行令

第 7 条第 1 号にいう「標識」として道路管理者から占有許可を受けて設置する物件について

は、屋外広告物規制にはなじまないため、屋外広告物に該当しないものとします（例：救急

病院の案内標識等）。

なお、標識自体は屋外広告物にはあたりませんが、バス停留所標識広告など、標識に屋外

広告物を添加して表示する場合は、当該屋外広告物部分について、条例による許可を受けて

表示する必要があります。
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２ 禁止地域の取扱いについて

Ｑ２-１

条例第 5 条第 2 項第 1 号にて公民館の建物及び敷地を禁止地域としていることに関して、

地域の自治会や町内会等が設置している、いわゆる「集会所」は、ここでいう公民館に該当

するか。 具体的には、集会所の周囲に張り巡らされた金網フェンスに、「〇〇修理します」

との張り紙が掲出された事案について、禁止地域違反の構成要件に該当するか。

Ａ

条例 5 条各号の規定は、いずれも禁止地域を具体的に定義することにより屋外広告物の表

示を直接規制するものです。このことから、その運用にあたっては、表現の自由を不当に侵

害することのないよう、厳格に解釈することが必要になります。従って、「官公署、学校、

図書館、公会堂、公民館、博物館、体育館、病院及び公衆便所の建造物並びにこれらの敷地」

との規定は、例示列挙ではなく限定列挙と解すべきものです。

なお、これらのうち公民館については、社会教育法第 20 条によりその目的が定義されてい

るほか、同第 21 条により設置者が市町村及び一般社団法人、一般財団法人に限定されていま

す。よって、自治会や町内会が設置する集会所等の施設は社会教育法に基づく公民館には該

当しないことから、禁止地域には該当しないと考えられます。

また、問の後段にある「〇〇修理します」とのはり札については、市規則で定める許可基

準を満たし、かつ、掲出の場所が許可地域内ならば、表示を許可することは可能と考えられ

ます。ただし、許可にあたっては、民法上の問題（広告物を表示するために他人の所有物を

無断で使用していないか、等）が無いことが前提となります。

Ｑ２-２

第二種禁止地域の定義の一つである「信号機を中心として半径 10 メートル以内の区域」と

は、次のいずれを指すものか。

①信号機又は道路標識の本体（支持柱や取付アーム等は含まない）を中心とした、半径 10

メートルの球状の空間

②信号機又は道路標識の本体（同上）から鉛直方向に下ろした地点を中心とした、半径 10

メートルの土地及びその上空

Ａ

問にある定義は、①の範囲を指します。このことは、当該定義は歩行者等から信号機への

見通しの確保が目的であることから、当該定義により規制すべき空間は、信号機の本体を目

視した際に同時に視界に入り得る空間である「信号機の本体を中心とした球状の空間」と考

えられることによるものです。
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Ｑ２-３

条例第 5 条第 2 項第 2 号アの市長が指定する区域とはなにか。

Ａ

土浦市屋外広告物条例第 5 条に規定する市長が指定する地域等を定める告示（平成 30 年

3 月 12 日）により次のように定めています。

（１）常磐自動車道の敷地境界から 500 メートル以内の区域

（２）国道（常磐自動車道を除く。）の敷地境界から 50 メートル以内の区域（都市計画法

（昭和 43 年法律第 100 号）第 2 章の規定により定められた第一種住居地域、第二

種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域を除く。）

（３）道路（国道を除く。）の敷地境界から 5 メートル以内の区域（都市計画法第 2 章の

規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地

域、商業地域及び準工業地域を除く。）

（４）常磐線の敷地境界から 100 メートル以内の区域（都市計画法第 2 章の規定により定

められた第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域

及び準工業地域を除く。）

（５）信号機を中心とする半径 10 メートル以内の区域

Ｑ２-４

許可を受けて野立広告を設置したが、許可時には無かった信号機が、許可を受けた後に当

該野立広告から半径 10ｍ以内に設置されてしまった場合、信号機から半径 10ｍ以内は禁止

地域となることから、当該広告物はただちに除却する必要があるか。

Ａ

適法に広告物を設置した後に、設置した場所が禁止地域となった場合、当該地域に現に適

法に存する広告物等については条例第 9 条を適用し、禁止地域となった日から 3 年間に限り、

引き続き表示・設置することができます。
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３ 禁止物件の取扱いについて

Ｑ３-１

禁止物件は、概ね公共用地にある公共物を想定し規定されていると思われるが、民有地の

「石垣及びよう壁の類」、「煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク類」、「照明

塔」についても、禁止物件となるか。またこれに関連し、いわゆる「ブロック塀」「フェン

ス」は「石垣及びよう壁の類」にあたるか。

Ａ

条例第 6 条第 2 項で規定する禁止物件の定義では、当該物件が公共物か否か・民有地に存

在するか否かを特に明記していないことから、同条で規定する「石垣及びよう壁の類」等の

物件は、公共物ではない場合や民有地に存在する場合でも禁止物件に該当します。

なお、ブロック塀及びフェンスについては、石垣及びよう壁の類にはあたらないとしてい

ますので、禁止物件に該当しません。

ブロック塀及びフェンスに表示する屋外広告物は、建築物利用広告（壁面利用広告）とし

て取り扱います。

Ｑ３-２

条例第 6 条第 2 項で規定する禁止物件のうち、「道路標識」には、道路法に基づき道路管

理者が設置する案内標識は含まれるか。

※道路標識：

①道路法第 45 条に基づき、道路管理者が設置することとされているもの。「案内標識」

（青地の看板に白文字）と「警戒標識」（菱形等の黄色地に黒文字）とがある。

②道路交通法第 4 条に基づき、各都道府県の公安委員会が設置することのできるもの。「規

制標識」（赤丸白地に青文字、または丸型青地に白文字）と「道路標識」（四角型青地に

白文字）とがある。

Ａ

条例で規定する禁止物件の「道路標識」には、上述の道路標識の①及び②の両方を含むも

のとします。従って、問にある案内標識は禁止物件に該当します。

なお、このことは、禁止物件の定義における道路標識の取扱について、上述の①と②とを

区別する根拠に乏しいことによるものです。

また、国土交通省都市局公園緑地・景観課からは、「屋外広告物条例ガイドライン」にて

禁止物件に規定している「道路標識」には、上述の①と②の両方が含まれるとの見解が示さ

れています。

Ｑ３-３

店舗の敷地内に存する電柱は禁止物件として掲出できないか。

Ａ

お見込みのとおりです。
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４ 個別の広告物に対する許可基準の取扱いについて

Ｑ４-１

建築物の斜めの屋根の中腹を土台として、垂直に建てた看板（下図参照）は、次のいずれ

の許可基準を適用するのか。

①屋上利用広告

②壁面利用広告

③野立広告

Ａ

問のような広告物に対しては、①の屋上利用広告の許可基準を適用します。

Ｑ４-２

躯体を屋上に固定し、板面を壁面へ突出させる広告物はどのような取り扱いとなるか。

Ａ

壁面利用広告物に該当します。

Ｑ４-３

壁面利用広告物と連続した図柄等の屋上利用広告物を設置することはできるか。

Ａ

設置することができます。

ただし、壁面利用広告物と屋上利用広告物で、板面が分割されていないものや、屋上利用

広告物が、建築物でなく壁面利用広告物自体に設置される場合は設置することはできません。

側方から見た場合

広
告
物

広告物

正面から見た場合
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Ｑ４-４

壁面利用広告について、建築物がコの字の形状（下図参照）等の場合、壁面の捉えかたと

してどのように解釈するのが適当か。

Ａ

問のような場合では、A から E の全てを合計したものを 1 つの壁面として解釈することと

します。

このことは、図 1 のような建築物を A、C 又は E の正面から見た場合に、A、C、及び E に

加えて B あるいは D も視界にほぼ入ることから、これを合算して一個の壁面と解釈すること

が許可基準の取り扱上妥当と考えられることによるものです。

Ｑ４-５

壁面利用広告の「窓その他開口部を塞がない」の基準とはなにか。

Ａ

窓に掛かる壁面利用広告は原則どのようなものであっても禁止とします。

ただし、シールを屋外から貼付る場合は完全に窓または開口部を塞ぐもので無ければ許可

できるものとします。

Ｑ４-６

店舗等の入口の庇部分（下図参照）に広告物を掲出する場合、区分として、庇を壁面とし

て該当させることは適当か、また、壁面利用として区分した場合、面積制限等は投影面積と

なるのか、庇部分のみを対象とするのか。

Ａ

建築物利用広告の許可基準において、面積制限の算定の基礎を「壁面の鉛直投影面積」と

して いることから、庇をその背後の壁面の一部として解釈し、広告物を表示することは可能

です。

※鉛直投影面積

鉛直面（水平面に対して垂直な面）に投影される面積

A・B・C・D・E それぞれ 1 つの壁面として考え、

それぞれに 50 ㎡以下かつ 1/5 として対応は可能か。

この部分に広告物を掲出する場合

建物を上から見たとき

A EB　   D

C

庇建築物 庇

入口
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Ｑ４-７

壁面利用広告について、「1 面の壁面につき表示面積の合計が 50 ㎡以下で、かつその壁面

の面積の 1/5 以下であること」となっているが、許可地域において、1 壁面に多数の広告主、

若しくは 1 人の広告主が、それぞれ適法に自家用広告物として壁面利用広告物を掲出する場

合、広告物 1 つ 1 つごとに上記の規定を反映させるのか。それとも、あくまでも 1 壁面にお

ける壁面利用広告物全体として制限するのか。

Ａ

規則別表第 2 にある壁面利用広告の許可基準では、「表示面積の合計」を面積制限の対象

としていることから、一面の壁面に複数の広告物を設置する場合は、それらの広告物の合計

面積が上限を下回ることが必要です。

なお、複数の広告主が一個の建築物に表示しようとする場合（例：雑居ビル）であっても

同様です。

Ｑ４-８

突出広告の許可基準に関して、道路の上空に突き出さず民地内に収まる突出広告の許可に

あたっては、許可基準にある「地上から下端までの高さ」の規定をどのように適用すべきか。

Ａ

問いのような場合においては、原則として③によることとします。このことは、突出広告

の直下にあたる土地は道路として一般に供用されているものではないことから、通行にあた

っての支障を考慮する必要が薄いと考えられることによるものです。

なお、上図にある民有地が建築基準法第 42 条第 5 項に基づく指定を受けた土地（位置指

定道路）である場合は、上述にかかわらず歩道の有無により①または②を適用することとし

ます。

Ｑ４-９

規則第 10 条第 1 項第 3 号で、広告幕の取替えは軽微な変更とされ、変更許可は不要とさ

れているが、これは許可期間（3 年）内で「広告幕」の取替えをする場合と解してよいか。

Ａ

お見込みのとおりです。当該規定は広告物の変更（改造）に関する許可制度の例外を定め

たもので、例外規定として焦点を当てているのは広告物の変更（改造）行為の内容です。こ

の反対解釈として、許可期間に関する定めについても例外扱いできる（許可期間を超えて表

示できる）と解することはできません。

この高さについて、

①2.5m 以上（下が歩道の場合の基準）

②4.5m 以上（下が歩道と車道の区別が無い場合の基準）

③制限なし

所有地 道路

建築物

突
出
広
告
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Ｑ４-10

下図のような野立広告を設置する場合において、野立広告の許可基準である「１面の表示

面積 30 ㎡以下」解釈は、次のいずれになるか。

①広告物 A と広告物 B の合計面積が 30 ㎡以下

②広告物 A 表示面積が 30 ㎡以下、かつ、広告物Ｂの表示面積が

30 ㎡以下

Ａ

問のような広告物については、①の解釈によることとします。

このことは、許可基準にある「一面」について、一方向から見た表示面と解釈することが

妥当と考えられることによるものです。

Ｑ４-11

電車又は自動車に表示する広告物で表示面積が 15 ㎡以下のものは、許可不要とされてい

るが、この場合の表示面積とは、「一面の表示面積」と解すべきか、又は車両全体の合計表

示総面積と解すべきか。

Ａ

車両利用広告の許可基準における表示面積とは、当該車両全体の合計表示総面積を指しま

す。このことは、主に次の理由によるものです。

①電車や自動車は、停車時を除き常時移動し続けるため、一定の視点場から見た場合でも

その天井面、全面、側面及び背面が連続的に表示されることから、これらを合計して一

個の広告物とみなすことが妥当と考えられること。

②電車や自動車の車体は曲面で構成される場合があり、この場合は一面の範囲を定義する

ことが技術的に困難であること。

Ｑ４-12

道路に接する民地内に設置した屋外広告物で、表示部分が道路の上空にせり出す構造となっ

ているもの（下図参照）を許可する場合は、次のうちいずれの許可基準を適用すべきか。

①野立広告

②建築物利用広告のうち突出広告

Ａ

問の図のような広告物については、①野立広告の許可基準を適用して許可の可否を判断す

ることとなります。なお、野立広告の許可基準では、道路上に突き出す場合の路面との距離

に関する規制はありません。

ただし、問のような場合では表示にあたり屋外広告物の許可のほか、道路法に基づく道路

占有許可が必要であるところ、同許可の基準に「看板の最下部と路面との距離は 4.5ｍ以上、

歩道上では 2.5ｍ以上」との規制があることから、許可にあたっては広告物の下端と路面との

距離が 4.5ｍ（下が歩道の場合は 2.5ｍ）以上となる必要があり、当該基準を満たさないと道

路占有許可を取得できず、結果として表示できないこととなります。

広告物B

広告物A

民有地 道路

広告板
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Ｑ４-13

照明広告とはどのようなものか。

Ａ

ネオンサインや内照等により広告物自体が発光する構造となっているものまたは外照

で表示内容を照らしているものがこれにあたります。

Ｑ４-14

屋外広告物の高さはどのように判断するか。

Ａ

建築基準法上の高さとします。

Ｑ４-15

野立広告の許可基準のうち「広告物等相互間の距離」は、道路（路線）と平行方向以外

の方向についても適用されるか。

具体的には、許可地域内で下図中「野立 A」のとおり表示している場合に、新たに「野

立 B」の表示を許可することは可能か。

Ａ

野立広告の許可基準の一つである「広告物相互間の距離」は、道路と平行方向をはじめ

として、すべての方向について適用されます。

従って、問の図のような場合においては、「野立 B」は図の位置では許可の対象となら

ないため、「野立 C」と同様に「野立 A」から 50ｍ以上離して設置することが必要です。

なお、「野立 D」については、間にある道路が 4 車線以上である場合に限り、相互距離

50ｍ未満でも設置が可能です。

Ｑ４-16

野立広告の許可基準のうち、「広告物等相互間の距離」について、道路沿線は 50 メー

トル以上、鉄道沿線は 100 メートル以上の距離を取ることとされているが、条例に違反し

て設置されている無許可の野立広告からも同距離を取る必要があるか。

Ａ

野立広告相互間の距離制限については、条例に基づく許可を受けた野立広告からの距離

のみ適用され、無許可（条例違反）の野立広告との距離については、距離制限は課さない

こととします。

よって、後から設置された野立広告が先に許可を受けた場合、先に設置されていた無許

可の野立広告は距離制限により許可を受けられなくなります。

なお、許可期限経過後に更新手続きを行わないまま設置が継続されている野立広告につ

いても、無許可の野立広告として取り扱います。

許可可能か？相互距離

50m以上

相互距離50m未満

道　
　

路

野立A 野立B

野立C

野立D
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Ｑ４-17

ガソリンスタンドの屋根（キャノピー）に広告物を掲

出する場合、屋上利用広告と壁面利用広告のいずれの許

可基準を適用すべきか。

また、壁面利用広告の許可基準を適用した場合、面積

制限の算定の基礎はどのように判断すべきか。

Ａ

問のような広告物に対しては、壁面利用広告の許可基準を適用し、面積制限の算定の基礎

は、A×B に(C-B)×D を足した面積になります。

また、キャノピーが事務所等の建物と一体の構造となっている場合は、キャノピーを建物

の庇として解釈し、当該建物を含めた鉛直投影面積を面積制限の算定の基礎とすることとい

たします。

Ｑ４-18

建物の壁面や屋根に直接ペンキ等で描写される形で表示される広告物については、屋外広

告物の種類と許可基準はどのように考えればよいか。

Ａ

壁面や屋根に直接描写される形で表示される広告物については、「壁面利用広告」を適用

します。

Ｑ４-19

素材は布であるものの、十分な強度を有し、長期間の表示に耐える構造になっている広告

物について、許可基準は広告幕か広告板のどちらを適用するか。

Ａ

原則として広告板として取り扱います。ただし、強度を有する金属板への貼付をしていない、

または定期的に表示内容を変更する等、広告板として取り扱うことが不合理と認められる場合

はこの限りではありません。

Ｑ４-20

建築物の屋上に建築物と一体的に設置される広告物について、壁面利用広告と屋上利用広

告のどちらで取り扱うべきか。

Ａ

壁面利用広告か屋上利用広告かは、当該広告物が建築確認申請の「建物高さ」に含まれて

いるか否かで判断します。

例えば、広告物掲出以外の建築的用途がなくても、建築物と一体となっており、建築確認

申請上建物扱いとなっていれば壁面利用広告とみなすこととなります。

ただし、建築確認申請の「建物高さ」に含まれていない場合であっても、色彩等が建築物

と同一のものであるなど、一体とみなせるものについては、壁面利用広告として扱うことも

可能とします。
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Ｑ４-21

広告板と広告塔の違いは何か。

Ａ

両者とも許可基準及び許可手数料は同一ですが、以下のように扱うこととします。

①広告板

広告表示面が板状で、1 面又は 2 面（板の両面）に表示されたもの（建築物の壁面、日

よけ等の取付文字、書き文字等及び突出看板を含む。）

②広告塔

多角柱又は円柱の面を利用するもので、広告表示面を含む構造物が三角塔、四角塔、円

型塔等のもの（球形及び多面体を含む。）
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５ 許可手数料等について

Ｑ５-１

屋外広告物の許可手数料について、下図のような広告物（自家広告物・野立広告）は、以

下のいずれの方法により手数料を算定することが妥当と考えられるか。

※単価を 3 ㎡ごとに a 円とすると、

（1）看板①と看板②の合計面積に対して単価を適用する。

（3.2＋1.7）÷3=4.9÷3=1.63≦2

a×2=2a（円）

（2）看板①と看板②にそれぞれ単価を適用し、算出した額

を合計する。

3.2÷3=1.07≦2 a×2=2a

1.7÷3=0.57≦1 a×1=a

2a＋a=3a（円）

Ａ

（2）により算出します。

ただし、単独では意味をなさない場合等は面積を合算して計算することも可能とします。

Ｑ５-２

独立した工作物（広告塔）について、その工作物の表示面はどのようにとらえるか。

Ａ

文字が表示されている部分（着色部分）が工作物（広告塔）の下地面と不同面で設置され

ており、広告物を支える土台として設置されていることが明らかであるなど明確に区分でき

る場合には、斜線部分のみを表示面とします。

Ｑ５-３

下図のような立体的な造形の広告物の表示面積はどのようにとらえるか。

Ａ

広告物を正面から見たときの面積（A×B）で算出します。

その他、球体、円柱体その他これらに類する形の広告物等に係る表示面積については、「一

方向から見た場合においてそのものの外郭線を一面とみなしたものの最大面積」を表示面積

とします。

看板①

（3.2㎡）

看板②

（1.7㎡）

コンビニ

酒・たばこ

銀行ATM

正面 側面

B

A

TSUCHIURA
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Ｑ５-４

壁面利用広告の面積の算定について

Ａ

以下のとおり算定します。

なお、以下の 1 や 2 のように、複数枚の広告板等を組み合わせて 1 つの内容を構成する広

告物の許可手数料の算定については、一連の広告物を併せて 1 枚の広告板として取り扱い、

許可手数料を算定します。

１ 壁面に文字等の形に切り抜いた広告板を直接貼り付けるなどして表示するもの及び壁面に直接文

字等を描写して表示するもの

２ 板状のものなどに１文字づつ表示されているもの

３ 板状のものなどに表示されているもの

Ｑ５-５

広告物の変更（改造）申請における手数料について、表示面が縮小される変更改造の場合

も許可申請手数料が必要か。

Ａ

表示面が縮小される変更（改造）の場合でも、変更（改造）に係る表示面積に対応する手

数料が必要です。

○表示面積

＝各文字等の表示面積

（上記により算定できない場合は、

a×b×4 個 又は

a×c（文字が多い場合や細かい場合等））

※設計図書等により各文字等の正確な表示面積が明らかである

場合は当該面積によるが、そうでない場合は、各文字等の最

大長を結ぶ長方形もしくは外の簡単な幾何学形状として算定

する。
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６ 適用除外の取扱いについて ①自家広告物

Ｑ６-１

自家広告物とは何か。

Ａ

「自家広告物」とは、①自己の氏名、店名、事業内容等を、②自己の住所、事業所、営業所

等に表示する広告物をいいます。

具体的には、「○○商店」「○○スーパー」等の広告物を店舗の屋上や壁面等に表示した

のや、「○○セール中」などのはり紙を店舗の窓ガラスに外側からはり付けたものがこれに

あたります。

Ｑ６-２

自己の所有地で未利用の土地に、自己の営業に関わる広告物を掲出する場合は、自家広告

物の適用を受けるか。

Ａ

自家広告物の定義は、条例第 2 条第 6 項において、「自己の氏名、名称、店名若しくは商

標又は自己の事業若しくは営業の内容を自己の住所、事業所、営業所若しくは作業所又は自

己の営業の用に供する物件に表示し、又は設置する広告物等」と規定されています。つまり、

ある広告物が自家広告物として取り扱われるためには、その表示内容が自己の氏名等である

ことと併せて、表示の場所が要件に合致することが必要となります。

従って、本件では、当該未利用地がこの条件に合致すること、すなわち、「自己の住所、

事業所、営業所若しくは作業所作業所又は自己の営業の用に供する物件」であるか否かによ

り判断することが妥当と考えられます。

Ｑ６-３

自家広告物で表示面積が 5 ㎡（禁止地域）又は 10 ㎡（許可地域）の場合は許可不要で表

示できるが、既にこれらの範囲内で表示している場所に新たに自家広告物を追加し、追加後

の合計がこれらの面積を超えることとなるときは、許可手続が必要と考えられる。ここで許

可を行う際に、許可申請及び許可の対象となるのは、新たに追加する広告物のみか、それと

も、従来から許可不要で表示し続けていた広告物も含めて許可手続きを行うのか。

Ａ

一定面積以下の自家広告物を許可不要としているのは、景観への影響が比較的小さいこと

や許可事務の簡素化を考慮した取扱であり、当該広告物自体を許可制度の対象外とするもの

ではありません。従って、広告物の追加により総表示面積が増加し、許可不要の要件で規定

する総表示面積の上限を超えるに至った際は、改めて屋外広告物の許可基準に合致するか否

かについての審査が必要と考えられることから、従来から許可不要で表示していた広告物を

含め、全ての広告物について許可手続きを行う必要があります。
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Ｑ６-４

政治活動に係る屋外広告物について、自家広告物に該当する余地はあるか。

Ａ

政治活動に係る屋外広告物は、次のいずれかに表示する場合は、市条例第 2 条第 6 項に規

定する自家広告物に該当します。

①政党等の政治団体の事務所

政治資金規正法第 6 条に基づく政治団体の届出を行った政党等の団体が所在する建物又

はその敷地。

②公職の候補者等又は後援会の事務所・連絡所

公職選挙法第 143 条第 16 項第 1 号に該当する「〇〇議会議員〇山〇郎事務所」等の立

札及び看板の類が掲示されていて、公職の候補者等の本人またはその後援会により事務

所又は連絡所として使用されていることが明らかな建物又はその敷地。

なお、「○○党掲示板」等の掲示版が表示されている政党の党員の自宅等については、当

該政党の支部又は当該政党に所属する議員の後援会連絡所と同様に取り扱うこととします。

この場合において、当該掲示板及びそこに表示されたポスター等の屋外広告物は、いずれも

自家広告物に該当します。

自家広告物に該当する屋外広告物は、一定の面積以下の場合は許可申請不要で表示できま

す。

また、これを上回る場合でも、許可を行えば表示が可能となります。

Ｑ６-５

第二種禁止地域と第一種許可地域とにまたがる敷地にて自家広告物を表示する場合、自家

広告物の合計面積の上限についてはどのように判断するのか。

Ａ

問のような場合については、当該敷地のうち第二種禁止地域該当部分への表示面積が当該

地域の面積上限以内であり、かつ敷地全体での表示面積の合計が第一種許可地域の面積上限

以内となる必要があります。

このことは、敷地全体が第一種許可地域となる場合との公平性を確保することによるもの

です。

なお、問の場合に限らず、基準が異なる複数の地域にまたがる敷地に自家広告物を表示す

る場合は、当該敷地のうちより基準の厳しい地域に該当する部分への表示面積が当該地域の

面積上限以内であり、かつ、敷地全体の表示面積の合計が、より基準の緩い地域の面積上限

以内であることが必要です。
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Ｑ６-６

禁止地域と許可地域とにまたがる敷地にて自家広告物を表示する場合（下図参照）におい

て、禁止地域部分及び許可地域部分それぞれにおける表示面積の合計が許可不要の上限を下

回るが、両者を合計すると上限を上回るときは、許可手続きは必要か。

Ａ

一団の土地が禁止地域と許可地域にまたがる場合において、禁止地域該当部分と許可地域

該当 部分それぞれに自家広告物を表示するときは、禁止地域該当部分への表示面積 5 ㎡以下

で、かつ、許可地域該当部分への表示面積との合計が 10 ㎡以下の場合のみ、許可不要で表示

できることとします。

従って、問の場合については、許可地域該当部分に表示する広告物の合計面積が（10 ㎡－

禁止地域該当部分への表示面積 4 ㎡=6 ㎡）を超えることから、禁止地域該当部分へ表示する

広告物と併せて許可を受ける（②による）ことが必要です。

このことは、敷地全体が市街化区域内で許可地域となる場合との公平性を確保することに

よるものです。すなわち、問の①によると、最大で禁止地域 5 ㎡＋許可地域 10 ㎡=15 ㎡ま

での広告物を許可不要で表示できるのに対し、道路沿線部分が禁止地域に該当しないと許可

不要の面積上限が全域で 10 ㎡以下となり、道路沿線部分が禁止地域に該当する場合よりも

不利になるという問題が発生するためです。

禁止地域

道　
　

路

敷　　　地

野立

4㎡

建築物利用広告

8㎡

許可地域

左図において、

①禁止地域内4㎡（許可不要）

　許可地域内8㎡（許可不要）

　　　→許可不要

②4㎡＋8㎡＝12㎡（許可要）
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Ｑ６-７

第一種禁止地域では、建築物の延床面積により設置可能な自家広告物の上限面積が変動す

るが、建築物が第一種禁止地域と第二種禁止地域（または許可地域）にまたがって建築され

ている場合、自家広告物の合計表示面積の上限はどのように適用されるか。

Ａ

建築物が第一種禁止地域と第二種禁止地域（または許可地域）にまたがる場合、自家広告

物の合計面積の上限については、第一種禁止地域に該当する部分を単独で見た場合に第一種

禁止地域の基準を満たし、かつ、敷地全体で見たときに第二種禁止地域（または許可地域）

の基準を満たすことが必要です。

例えば、建築物が第一種禁止地域と第二種禁止地域にまたがって建設されていて、第一種

禁止地域に該当する部分の延床面積が 1,000 ㎡以下である場合は、敷地のうち第一種禁止地

域内の自家広告物の表示面積の合計を 15 ㎡以下とし、かつ敷地全体の表示面積の合計を

100 ㎡以下とする必要があります。

なお、事業所の敷地が第一種禁止地域と第二種禁止地域（または許可地域）にまたがるが、

敷地内の建築物は第二種禁止地域（または許可地域）内に建築され、第一種禁止地域にはか

からない場合には、第一種禁止地域内に表示可能な自家広告物の合計表示面積は 15 ㎡以下

となります。（建築物の延床面積 0 ㎡=1,000 ㎡以下の基準に該当と考えるため。）

Ｑ６-８

敷地内に複数の建物を設置する施設で、当該敷地が禁止地域又は第一種許可地域に該当す

るものについて、自家広告物の合計表示面積の上限はどのように適用するか。

Ａ

問のような施設については、次のとおり上限面積を適用することとします。

（1）基本的には、都市計画法第 29 条に基づく開発許可の単位により上限面積を適用する

こととします。従って、敷地内に複数の建築物を設置する施設は、敷地全体で一本の

開発許可を取得しているときは、敷地内に表示される全ての屋外広告物の合計面積を

上限面積以下とすることが必要です。

このことは、施設全体が一団の開発行為として設置されることから、建築物が単独及び複

数のいずれかの場合であっても、施設全体として良好な景観の形成に配慮すべきと考えられ

ることによるものです。

（2）開発許可を必要としない施設については、建築基準法第 6 条に基づく建築確認におけ

る「建築物の敷地」の単位により上限面積を適用することとします。

このことは、開発許可を必要としない施設は（1）にある「一団の開発行為」の範囲を把握

することが困難なため、替わって個々の建築物の敷地に基づき、良好な景観の形成へ配慮す

るものです。
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Ｑ６-９

雑居ビルなど、1 つの建物内に複数のテナントが入居している場合、自家広告物の合計表

示面積の上限はどのように適用するか。

Ａ

1 つの建物内に複数のテナントが入居するいわゆる雑居ビルの場合でも、自家広告物の表

示面積の上限は、テナント毎ではなく、建築物毎に適用します。

よって、例えば第一種許可地域に立地し、10 のテナントが入居する雑居ビルに表示する自

家広告物は、建物の敷地内の合計表示面積を 150 ㎡以下とする必要があります。

これは、自家広告物の表示面積の上限規制が、屋外広告物の過剰な掲出を防ぎ、地域の景

観を保護する目的で設けられているためであり、雑居ビル等について上限の適用をテナント

毎とすると、建物全体で見た場合には、相当な量の屋外広告物の表示が可能となり、規制の

目的が達成出来ないためです。

なお、屋外広告物の設置許可申請については、建築物の所有者とテナントのどちらが行っ

ても問題ありませんが、当該広告物について最終的な責任を負う方が申請する必要がありま

す。建築物の所有者とテナントの間で、1 のテナントあたりの広告物の設置可能面積や、屋

外広告物の管理責任などについて、あらかじめ十分協議しておく必要があります。

Ｑ６-10

店舗等を建設中の施設において、完成予定図や開業後の営業内容等を自家広告物として表

示することはできるか。また、表示できる場合、建設工事のどの時点から表示が可能となる

のか。

Ａ

問のような広告物については、自家広告物として必要な許可を受けて表示することができ

ます。

このことは、店舗等の完成後は当該広告物の表示内容に合致した営業活動の実施が確実視

されるため、当該広告物は自家広告物の要件を満たすと考えられることによるものです。

なお、実際の建築工事の進捗との関係については、本体建築物の建設工事の着工の時点で

表示が可能となります。このことは、当該広告物を自家広告物とすることの根拠が上述のと

おりであるのに対し、本体建築物の建築工事の着工後は他の用途への転用が事実上困難と考

えられることから、上述の根拠を担保できることによるものです。

Ｑ６-11

セルフ式ガソリンスタンドに係る自家広告物において、野立広告等で「セルフ」の文字を

表示する場合に、当該文字部分は自家広告物として許可申請及び許可の対象とすべきか。

Ａ

いわゆるセルフ式のガソリンスタンドについては、消防法に基づき定められた給油取り扱

所設置基準において、「顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨」を、当

該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所へ表示することが義務付けられています。

従って、問のような広告物は条例第 8 条第 1 項第 1 号に規定する「法律の規定により表示

し、又は設置する広告物等」に該当するので、表示にあたり許可申請及び許可は不要です。

具体的には、当該ガソリンスタンドに係る自家広告物の許可申請は「セルフ」の文字部分

を除いた面積により申請することとし、かつ、許可にあたっては当該文字部分を除いた面積

により許可することとなります。

Ｑ６-12

アパートやマンション、空き家等に「入居者募集中」、「分譲中」等と記載した看板を設

置する場合、当該広告物は自家広告物に該当するか。

Ａ

自己が所有または管理する物件に、入居者の募集等を行うための広告物を掲出するものに

ついては、自家広告物として取り扱います。
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Ｑ６-13

工事現場等に建設業者等が設置する広告物は、自家広告物とみなしてよいか。

Ａ

工事期間中に限り、自家広告物として取り扱います。

Ｑ６-14

道路や公園の清掃や花壇の管理を行うボランティア団体等が設置する屋外広告物はどのよ

うに取り扱うか。

Ａ

道路や公園等の清掃や除草、花壇の手入れなどの管理を行うボランティア団体等が、当該

道路や公園、花壇などに設置するに屋外広告物については、自家広告物として取り扱います。

Ｑ６-15

道路沿道の飲食店等が、道路管理者から道路占用許可を得た上で道路上にオープンテラス

等を設置する場合に、占用する道路上に設置する屋外広告物はどのように取り扱うか。

Ａ

道路占用許可を得て道路上を飲食店等のスペースとして使用する場合、占用する道路上に

設置する屋外広告物については、自家広告物として取り扱います。

なお、一日のうち一定の時間のみの表示であっても、それが継続的に一定の場所で行われ

る場合は、設置に当たって許可を受ける必要があります。

Ｑ６-16

EV 充電設備の案内サインはどのように取り扱うか。

Ａ

コンビニやホームセンター等の敷地内に設置される EV 充電設備の案内看板

（「CHARGINGPOINT」等の標記のある青地の看板）については、当該充電設備自体をコンビ

ニやホームセンター等から独立した 1 つの事業所とみなし、当該充電設備の案内看板は当該

事業所（充電設備）の自家広告物として取り扱います。

そのため、禁止地域では 5 ㎡、許可地域では 10 ㎡までの表示であれば、設置に当たり許

可は不要となります。
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７ 適用除外の取扱いについて ②その他の広告物

Ｑ７-１

条例第 8 条第 4 項第 3 号に規定する「その他公共的目的をもった広告物等又は公衆の利便

に供することを目的とする広告物等」の具体的な例は。（例：横断幕で全国大会出場等の内

容は許可が必要か、また基準等は）

Ａ

条例第 8 条第 4 項第 3 号による適用除外の基準は、規則第 7 条第 4 項第 2 号に規定してい

ます。当該規定に該当する具体的な例としては、寄贈者名等の表示のほか、商店街や町内会

が設置する案内地図看板等が考えられます。

なお、問にある横断幕については、実際の表示主体及び表示内容が多様であるため一律な

判断は困難ですが、通常の例では表示内容に該当する者の功績を喧伝するほか地域社会の意

気高揚という公共的目的も併せ持つことから、当該規定による許可に該当するものと考えら

れます。

Ｑ７-２

指定管理者が管理している公の施設について表示する屋外広告物は、地方自治体が設置し

た広告物として取り扱うか。

Ａ

指定管理者そのものは地方自治体ではないので、原則として許可が必要です。ただし、指

定管理者が管理している公共施設について表示する屋外広告物が、設置に関して地方自治体

が関与し、当該広告物の所有権が地方自治体に帰属するものであれば、地方自治体が表示す

る広告物とみなします。

Ｑ７-３

公共施設等に団体名や商品名等を冠した通称を付与し、施設の名称として使用する代わり

に、命名権を取得した者からその対価を得るいわゆるネーミングライツの導入が進んでいる

が、商標を含む施設名称等の表示はどのように取り扱うか。

Ａ

公共施設等の内外の看板及び案内表示、道路案内標識等に施設名称等を表示する屋外広告

物は、その名称等が商標を含むものであっても、設置に関して市が関与し、当該広告物の所

有権が市に帰属するものであれば、「国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又

は設置する広告物」（条例第 8 条第 1 項第 2 号）として禁止地域・禁止物件の規定の適用除

外となり、設置に際して許可を得る必要はありません。

なお、名称に付随してロゴ等を表示する場合も同様です。

ただし、命名権を取得した民間企業や団体等が、その所有権が国又は地方公共団体に帰属

しない屋外広告物を新規に設置する場合は、一般の屋外広告物と同様に取り扱います。

Ｑ７-４

規則別表第 2（近隣店舗等案内広告）の 4 にいう「主要な道路」の定義、または現在指定

されている道路はあるか。

Ａ

主要道路の判断にあたっては、次のものを「主要な道路」とします。

（1）国道及び主要地方道

（2）一般県道及び市町村道のうち、4 車線道路または駅前通り等の特性を持っている道路

で、市が県と協議の上で主要な道路として取り扱うこととしたもの。
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Ｑ７-５

近隣店舗等案内広告の許可基準である「店舗等が主要な道路に面していない」の判断基準

について。

Ａ

近隣店舗等案内広告の設置申請の際、「店舗等が主要な道路に面していない」かどうかを

判断するにあたっては、当該店舗等の建築確認申請上の敷地（登記簿上の敷地ではない）が、

主要な道路に接しているか否かで判断することとします。

ゴルフ場の場合、案内先の「店舗等」はクラブハウスを指すと解釈し、建築確認申請上の

クラブハウスの敷地が主要な道路に接していなければ、「店舗等が主要な道路に面していな

い」ものとして近隣店舗等案内広告の設置を認めることも可能です。

なお、実際の判断にあたり、地図等による判断が困難な場合は、屋外広告物許可申請書に

クラブハウスの建築確認申請書の写しを資料として添付させ、当該書類により判断する等の

方法が考えられます。

Ｑ７-６

野立広告の設置にあたっては、自家広告物等を除く広告物等相互間の距離を道路の沿線で

は 50ｍ以上、鉄道の沿線では 100ｍ以上空けることとされているが、近隣店舗等案内広告に

ついても相互距離規制が適用されるか。

Ａ

近隣店舗等案内広告の許可の基準では、他の広告物等との距離の規制を定めていないこと

から、近隣店舗等案内広告同士の間隔及び近隣店舗等案内広告と一般野立広告の間隔につい

ては、相互距離規制は適用されません。

Ｑ７-７

近隣店舗等案内広告の記載内容として認められる「店舗等への案内誘導に係る事項」とは

何か。

Ａ

「店舗等への案内誘導に係る事項」とは、具体的には店舗等の名称、取扱商品（サービス）

の種類、場所、距離、連絡先、営業日（休業日）、営業時間及びこれらに付随する最小限度

の事項がこれにあたります。

これらは、公衆が店舗等の場所や営業内容、営業時間等を特定し、当該店舗等へ移動や連

絡をするにあたって必要となる事項であり、表示することで公衆の利便性に資するともいえ

ることから、近隣店舗案内広告として禁止地域等の規定の適用を除外するものです。

一方で、「セール中」、「激安」、「新装開店」等の標記や、取扱商品（サービス）の価格

等、店舗等の積極的な営業宣伝を目的とすると判断される内容については、案内誘導に係る

事項とはみなさないこととなります。
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Ｑ７-８

自己管理地広告物とは、どのような広告物が該当するか。

Ａ

条例第 2 条第 7 項に規定される「自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表

示し、又は設置する広告物等」を言います。これは、自家用広告物にはなり得ない広告物の

内、管理上必要な最小限の屋外広告物等です。

具体的には、土地や物件の所有者や管理者の表示、第三者の無断立入を禁止する目的や事

故防止の観点から表示されるもので、「〇〇〇管理物件（地）」、「△△△所有地」、「□□

□建設予定地」、「私有地につき立入禁止」等を表示する屋外広告物等が該当するものと考

えます。

ただし、例として「売物件」や「分譲中」等、自己の営業の用に供する文言の記載がある

屋外広告物は、自家広告物とみなす場合があります。
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８ 違反に対する措置、罰則等について

Ｑ８-１

屋外広告物条例に違反した屋外広告物を設置すると、どのような措置を受けるか。

Ａ

条例又は規則に違反する屋外広告物（違反広告物）を表示すると、次のような措置を受け

ます。

①勧告違反広告物の改造、移転又は除却を行うよう、勧告します。

②公表勧告を受けた者が勧告内容に従わないときは、その旨を公表します。

③是正命令 勧告を受けた者が、勧告内容に従わない旨を公表された後もなお勧告内容に従

わないときは、必要な措置を命令します。

Ｑ８-２

屋外広告物条例に違反した屋外広告物を設置すると、どのような罰則があるか。

Ａ

次の場合は、最高 100 万円の罰金刑に処せられます。

①違反広告物を表示したとき

②許可を受けずに屋外広告物を変更（改造）したとき

③許可期間満了後も屋外広告物を除去しなかったとき

④除去命令に従わなかったとき 等

上記の刑事処分のほか、茨城県屋外広告物条例違反を行った屋外広告業者に対しては、営業

停止または登録の取消し等の行政処分を茨城県が行います。

また、違反に対する是正勧告を行っても違反が是正されない場合は、違反広告物の広告主

や設置した業者名等を公表することがあります。

Ｑ８-３

電柱等に無許可で貼られたはり紙や、無許可で設置された立看板等については、どのよう

な措置があるか。

Ａ

違反広告物のうち簡易なもの（はり紙、はり札、立看板及び広告旗）については、市職員

又は市長から委任を受けた自治会や民間ボランティア団体等が直接除却を行う場合がありま

す。（簡易除却）

また、簡易除却に要した費用については、広告物の所有者に請求する場合があります。

Ｑ８-４

簡易除却の対象となる屋外広告物の範囲について、立看板等の一類型として「立看板に類

似の形状で、屋外広告物となるパンフレットやチラシ等を掲出する物件」を規定しているが、

これに対して、パンフレットを入れたビニール袋等を他の物件に固定して掲出するもの（い

わゆるパンフレットホルダー）は簡易除却の対象になるか。

Ａ

問のような広告物については、「はり札等」に含まれますので、条例の規定に違反して表

示されている場合は簡易除却の対象になります。
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Ｑ８-５

広告物自体は許可基準に適合しているが、高さが 4ｍを超えるため、本来であれば建築基

準法による工作物確認申請を要するにもかかわらず、当該申請を行っていない広告物につい

て、いかに扱うべきか。

Ａ

屋外広告物の設置にあたっては、屋外広告物条例のほか、建築基準法や道路法等による許

可が必要な場合があり、設置者の責任において各法令に適合させ、必要な許可を受けたうえ

で設置していただく必要があります。

屋外広告物条例による許可を受けても、他法令に違反する場合は結局設置出来ないことと

なりますので、屋外広告物の設置にあたり必要な許可を取得していない場合は、各法令の担

当部局に相談して指示を受けてください。
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９ その他

Ｑ９-１

屋外広告物の更新許可申請はいつから可能か。

Ａ

更新許可申請は、許可期間満了日の 3 か月前から受け付けることとします。

ただし、許可期間が１月以内の広告物については、1 か月前からとします。

Ｑ９-２

施設の敷地内に屋外広告物を新たに設置するにあたり、敷地内の既設の自家広告物と許可

の期間を合わせるため、許可期間の終期を指定して設置許可を受けたいが、可能か。

Ａ

問のような取り扱いは可能です。許可申請書に希望の期間を記載の上、期間短縮の理由を

ご教示ください。

ただし、規則で定める許可期間の上限を超える期間は指定できません。

また、許可期間を短縮して許可を受ける場合であっても、許可手数料については、許可事

務の費用弁償として徴収する性質上、減額はありません。

Ｑ９-３

令和 3 年 10 月 1 日から、屋外広告物設置許可の更新の際に、高さが 4ｍを超える広告塔・

広告板については、屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、建築士（一級・二級・木

造）又は特種電気工事資格者（ネオン工事に係る者に限る）のいずれかが点検を行い、「屋

外広告物安全点検報告書」を作成して提出することとなったが、「高さが 4ｍを超える広告

塔・広告板」に該当するか否かはどのように判断すればよいか。

Ａ

「高さが 4ｍを超える広告塔・広告板」とは、建築基準法上、その設置にあたり確認申請を

要する広告物のことを指し、高さの判定等は建築基準法の基準に従います。

Ｑ９-４

屋外広告物の更新許可申請の際に、「屋外広告物安全点検報告書」の提出が必要となるが、

点検はいつ行えばよいか。

Ａ

屋外広告物の更新許可申請に添付する「屋外広告物安全点検報告書」については、直前の

許可期間内に点検を実施した上で作成した物であれば有効と認められます。その際、「屋外

広告物安全点検報告書」の作成日は、実際に点検を実施した日として下さい。

また、広告物の現況写真については、点検とは別に申請の日の前 3 か月以内に撮影したも

のを提出して下さい。


